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はじめに
労働法を知っていますか?

み怠さんが生をがい・やりがいをもって働くことができるよう、働く

人を守るための法律です。働を始める前やアルバイトをするときには、

働くルールである労働法を知って指くことが大切です。との八ンドブッ

クでは、最低限知っておいてほししVレールを紹介しています。

これらのルールを踊に入れ、働く際{ζlet、働く条件をよく確寵した上

で、働をましょう。

※労骨踏のとと司Eらう少し騨しく銅りたしはtt、f知って担立つ
労憧漉J(厚生労・町、ームページ綱嶋〉唱E臨んでみ百長しよう.
r知って艦立つ甥働法Jli:ついてttζ，!;5で属Ibe....
~ htto:l，刈lWW.mhlw.go..ν柑lselsaklllltsulteltM.llyaf同州!j'1X鵬Jl 目

roudouzen開lIrou融 Jh即/

もくじ

働き始める前に知っておきたいこと…...・H ・..… 3 

働くときのルール....・ H ・....・H ・....・H ・....・ H ・-… 11

仕事を辞めさぜられるとき、辞めるとき...・H ・..31 

《資制》働く人のための掲載窓口………………………… 36~39

ζ rとれってあり?まんが恥叩立つ労猷Q&AJtとついて依 翻I_~ ': 
- とを:;5でも鵠め1:T. 主寵韮彊持 : 
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r:A人広告』にいい条件がたくさA書いマあ'5吋ピ

そのまま信用しマ大丈夫?

面接?即採用、『鎗料lま舗をぶりを見マ決め'5Jっマ
吉われたけピ、これつマあり?

入社自の直前になっマ会社の業績悪化を理由に

内定取消……これっτあり?



う
t
F
ん・::・

4 



自分の働く条件は、労働契約を結ぶ前に

しっかり確認しましょう。

i4に、求人広告叫に慨さ問、る秦件臥胸部
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営葉、事務{未経験可) '" C4r..〓(P'~l
. ..今回〓且E〓~..:f'~lIL___""11_....'.鳳月15万円-18万円......----.-Q5r:賃金[労働条件の変更)J(P叫

※能力、難植に庖じて昇給あり

期間の定めなし(賦周期間3か月}
本祉(00県00'市・・…・)

聾普通免併

9:00-18:00 
士園、田園、揖祭目、年末年始、GWほか
姐敵船鵬問、舗保険制→鍛諮問

厩虚曾、聡窃経歴書{・ョE自由lをO年O月O固までにと郵送ください.

追っτ画準日をど遭飽慈します.

〒000-00000 0県00市 H ・H ・".

闘い合むせ先，."・H ・"..(担当00)

可司F
具体的にどん恕条件で.くのか、会社にしっかり確寵してかS、

労働契約老舗びましょう! (労働醐湖4条)

笹至宝NU45fn宝宣Et:
会社は募集や採用について、性別に

闘傭怠〈、増wa樋禽を与えなけれ

ばならないと決められています.

賃金に性副官 - ~ 
盤唱寄E口つ廿阿る己と r凋、、 lルシへ~、、-‘

も鶴止帥され杭ていl_1l_そ?打?皆P但'¥.F吻京
ます. ~ ~ 

詳しくは

|男捌齢均等法のおらましlJC@a¥

-・・・・.
J労働契約と肱 . 

働く人と雇う倒(会社)との聞で、働く障の
条件(契約内容)について、お互いが納得し
た上で、「働きますJr雇います』と交わす約束
を「労働契約」といいます.

ri~~摺附櫛h手持肉、
k干 主福岡マオ胃?g~.J..事 j

IUIIIIIIIIE昼、摺.轟件に同軍，.・・・ : 
・く人=労・番目 / 雇う伺=会社 . 『司・・......". : 

B民条件については、働く人と会祉の合意で決めるの E 
が基本ですが、低い給料(賃金}や長い彊業時間 ー

• 3芳ぷ詑き伝競tS?とがないよ jil労働騨樹ζ開制&AI11~ 1 、H ・H ・u n n u m ---nunmu--d -hmuu-muu-nH・H ・-べ
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グメ?す!働く際(労働契約を結ぶ際)に会社は
労働条件をはつを11示さなくマはいけません。

- 働く際(労.契約老舗ぷ際)に、 1 
i 自分が働く揚合の条件をきちんと確認しましょう! : 
: 誕百会祉は、求人広告から、労働契約の肉容を安易に変更するととはできません.求人広告の : 
: 内容と異なる点がないかについても、改めて確認しましょう. . 

可司F

回 〆いつからいつまで働くのが(雇用期間)砂釘JE密集よる
※期間の定めがない場合もあります.

百 雇用期聞が決まっている場合は
更新の基準

百 どとでどんな仕事をするのか
(勤務地や寮務内容)

百 勤務時間や休憩時問、休日など

百 酬はどのように支払われるのか
(給料額の計算方法、支払の時期)

• 
• 
~辞めるときの決まり(蹴や解雇)

a・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・~.面、 .............
t との8項目について会社肱猪・置に原則として置面にて交付 1 
1 し怠財れほ7&5，.いと労・=掴法〈第15.)で決めSれτいます白 i 
i 怜 阿 面の聞嚇については[殿畑省労働条側畑，w:w民 a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

賃金、労働時問、職場の規律などに

ついて、労曲者の意見を聞いた上で

会祉が決めるルールです.内容が合

理的であり、労働者に周知されてい

れば、労働者はそれに従う義務があ

. ります.
% 一一一- J 
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内定=労働契約戚立ヒ認められ3場合、社会の常詰に
かなう梢軒お理由治匂刷れば内定影高は無効?す，

.1曝用内副11:より、細酬がすでに成立してし渇と毘紛れる場合コ

社会の常諸にか拡ラ納得できる理由が忽lオれほ、
契約の解約=解雇l孟無効です。(糊契約鵠16条~ : 

→内定取消l志、会祉の業績悪化を理由とするものであっても、 :
無効と怒るととがあります。 i 

裁判で~、次@ょう草場合!こ、労・提鈎がすでに成立していると
寵め5れた倒がおります。

労値者 会社

くJ漢のよう鼠場合、内定取酒がE当と判断されるととも語ります!て〉

- .学棋を車業でき芯かった .必要蔵免許や責措が取れ芯かった

.健康状態が悪化して .履歴・に事実証=遣うことが
働くこと由唱しく詰った 記載されていた

.・・・・・・・・・・・・・・圃圃・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
D;J「内定酬を告白れたS・M・--】
お近くの韓合労働相識コーナー(都道府県労働局や労働基準

監督署に敵置.詳しくはP15を書照)やハローワークにご相
置ください.

ハローワークで内定取消について相聾した結果、内定取消の

・撤回に至った事例もあります. • ・...............................................................・
9 
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•••••••• 
労働組合ヒは

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
労働組合とは、働く人が自分たちの権利

を守口、労働条件の維持改善を行うため

に自主的に作る団体です。

一人では解決が難しい問題も、仲間とー

績に取り組むととで解決できる場合もあ

ります.み芯さんが集団で会社と対等芯

立場で交渉できるよう、憲法でも「労働三

権jを保障しています(憲法第28条)。

①労働者が労働組合を結成する権利

但結権)

②労留者が使用者(会社)と団体交渉す

る権利(団体交渉相白

③労働者が要求を実現するために回

体で行動する権利{団体行動指(争

陸権))

ζの権利を具体的に保障するため、労働

組合法力定められています。



「最初は暗鎗500円J......これっマあり?

不景気を理由に急に鎗料を下げられた....・-これつTあり?

毎日遅くま?残業させられ'5ょに残業代が
全然出ないH ・H ・これっマあ11?

「ライブに行をたいヒいラ理由?
有給休暇は取れま世A.U......これつマあり?

「妊娠したら辞めマ事らう」っマ盲われたAだ吋ピ
…これっマあり?

仕事中にケ官。治癒買は自己負担つマ

盲われた吋ピ、これつマあり?

舗を方の遣いっマ・・・・・・?

舗を方向遣いによっマ待遇が遣う?

過労売っマなAだちう・・・・・・?
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都道府県ごヒに賃金の最低額が定められ

マおり、それより低い額は認められま甘ん。

会社は働くすべての人(~ 賃金観誌上の賃金を支払わねば
~6恕いととが，r.鼠低賃金法』で決め5れています。

見ご

可司F
=毎年、都道府県ごとに決められる
賃金の最低限度額

すべての労働者とその使用者(会社)に適用

特定の産寮に種事する労働者とその使用者(会祉)に適用

若尾地減思j愚低賃金と特定最低賃金の両方が当てはまる場合、金額が高いほうが適用されます.

可司F

f現在、昼間金は500円より商い金額とめているため、 1
:万が一時給500円で働くととに同意しても、それは法律に:
:よって無効と怒り、軍低賃金額との差額を簡求できます!

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
語なた@自歯科が'低賃金割以上か橿認しよう

最低賃金よりも低い賃金での労働契約は認められません.

自分の勤務地の最低賃金と比ペてみましょう.

時間給@場合 時間給孟最低賃金額(時間額)

自給の場合 日給+1日の所定労働時間孟最低賃金額(時間額)

月鎗@場合 月給+1か月平均所定労働時間孟最低賃金額(時間額)

. 怜惨全国帽倒金についてはI 醐睡眠 hG3 
....・

~給料が量低賃金よりも低い場合は労働畠準監督署へ相韻しよう!

日
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会社は支払うヒ約束した賃金ををちAヒ
支払わなければなりません。

会社と労働者で交わした約束

(労由契約)を労働者の同意怠く

不利益!と変更するととは原則

としてできません。
(労働契約法第8条・第9条)

可V

鎗料、労.時間、仕事の内容など、労.者と会祉で合意 2

した労働契鈎と実際に・いてみて条件が遭っていた場

合、 u ， ._........b..... .，喝)~.....“山由J でき、

会社が応じ恕げれば ..."，.，一也r1..'!"型紺を終わ5せ ととも

• • • • • • • • • • できます(労働基準法第15条)。 • ・.........................................................・
下げSれた館料を、黙って受け取ると「給料を下げていい』という

同意があったとされてしまうことがあるので、注意が必要です。

-1. ft司[!.，}"-云?時百t・I.・・・・・・・・園田慣..........・・・圃・・圃・・圃・・・・・・・・.
: ①労働者本人に、
: @現金〈本人の同置があれば銀行蟹込みも可能)で、 E

lただし、製金や祉会保険料などは
: @金額を、 l 

l差回l桝喝ので、会社から受付され
: @毎月1回以上一定の期固に | 

l る給与支蛤明細書を碕iIじましょう.
: 支払われなければなりません. ~ ...........................................................・

総合労値相識コーナーや労値基準監督署lζ相醸しましょう!

総合労.相甑コーナー

・働くととに聞するあらゆる分曹の相識に対応
・都道府県労.局や抱働基準監智暑内などに陵置
・専門の相限員tfo対応
・相殴(包括もしくは面劃は無婚で予約不要

労圃畢壇監置・

-賃金の不払いや安全の確保な出E関する相般の受付
・賃金の不払いなど法令違反が短われる場舎には会祉に立ち入り、必要に応じて指導老臭施

15 
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会社は法定労働時聞を超えた労働には、
割増賃金を支払う義務があります。

. 労働時聞の決まりは法律で定紛れていますl i 
【労働時聞の決まり】【欄聞輔()

1自の労.時間=8時間以内
1週間の労働時間=40時間以内

{法定指・暗闇}

情働革準法胃32創

※会社肱、上E由労働時聞を超えて労働者に働いてもBう

・合怯、 36協定(下記穆照)を結局必Eがあります.

可・v
i会社がよ記の労働時聞を超えて、時間舛労働舗鍵や i
i休日出勤)をさせた場合、労働者には相応の割増賃金を i
i支払わ怠lオれば怒りません。 i 

可V
. I割増賃金のJIIール] ..~即際品温@労.者l乙遭用 、
d湾臨畑時聞を超えて.く場合(時国側.) 26%以土@圃増賃金

喧法定体日(P19.欄)I~I・c晒吉(休日!開・) 35%以..ttD割増賓室

@洋笹10時~午前5時の間1-=・く場合(海嶺労.) 26%以上@割増貨愈

④時圃舛労.+探夜自. 50%以上@圃掴貨重

⑤1か月60時聞を超える時間舛労.
50%以よ@掴掴賃金
【脱レ、判叫園Eついて陰、2023
年4111目よ0..宮れ'す.)

@法定休日労・+漂蜜労・ 80%以上@剖掴貨倉 • ._1 .1. 
v・.......................................................・'
法偉で決めSれた労.暗闘を超えて・く場合-36協定~
会社fel;労・墨準涯で決め5れた時聞を超えて労働者lζ働いてもBう場合‘
週半数労働組合また肱労働者の週半数代表者との聞で「時闘舛労働・休日
労働に関する飽定』を結んで、労働畠泊監督署に届け出怠ければ怒りません。

労・基準法第36集lζ規定されるととからr:m箇lE(サブロク箇定)Jと呼
lまれます.怠温室、 36協定により延長できる労.時間I志、個き方改革関連送 a・4

により‘原則として月45時間以内、年360時間以内と決め5れました.

※申小企離については2020年4月1日より遭周されます. v 
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有給休日霞は利用目的を問われ~こヒなく
取得?をます。

: 休暇についてIct法律で畠準が定め§れています。 1 
(労働革準法第39条)

EI骨三ヨ~~~ ~ ~t ，íl r:~--. 

条件:単年以よ継続して働き、全労働自の8割以上の出勤
付与回数:10日(以降1年ごとに取れる日数Ict増える)
取得理由:休養のためでもレジャーのためでも、 利用目的

Ict閏われるとと怠く取得できます(労働騨鱒39条)

液ただL、会社の正常な運営を妨げる場合、会社は別の自に休息を変更させるととかできます.

10日 I11日 I12日 I14日 I16日 I18日 I20日

疑アJJ."tイトOt-トタイム労働者うでも.ct6か月の継続勤務、喧注労働自の8割以上の出動、

喧酒5目以上の勤務また熔週の労・時間が30時聞は上という3つの事件を満た世lま宜社員

t上の着。と同じ回数が付与されます.週4日以下の勤窃かつ週の労働時聞が30時間未満の

喝合でも、問題の労働回数{ζ応して清給体騒が付与されます.

様備を芳首軍関連崩ζよ臥年10日以上の年次有給体慢が付与される労.者に対じて、年次有蛤体

主 聞の回数のうち年5日について1誌、使用者が時季老指定して取得さ世るζとが萄務付1括れました... ー・........................................................・
巨~年次有信休暇についての間園除、緯合労働相蹴コーナーや労値基準監督署に掴監しよう|

【その他の決まり】

•• 
E~3:~瓦吉右Ir，:~-~~3:阻

毎週少なくとも1田 畑騨繍部劇i
あるいは i 

.4週間を週じて4目以よ . 

...・・・・・・・・.
fIe刻その他!こも欄Ii:闘する決まDがあDます1

(労働基準桔篇34創 Z
: 1日の労働時聞が 8時間を超える→46倍以上 : 

1 8時間を超える→回治以上 J

B 
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妊娠などを理由ヒす~退職強要、解雇など
の不利益な取扱いは法律?禁じられマいます。

:妊娠・出産、産前産後の休業や育児休業の申出・取得琢:
zどを理由とする以下のよう恕不利益な取扱いは、法律で:
:禁じSれています!
:・退職強E・解雇・降格・契約の更新拒否(置止め)怠ど:

(男女雇用機会均等法/育児・介護休業法)

.く男性・女性が仕事と家庭を両立するための決まり
-・・・・・・・・・・.

U 百四3 i 
・出産予定日6週間(双子以上の場合1(l14週間)前か§休業できます。 i 
-会社は、 出産後8週間は就業させてはいげません。
i1E.・6週周司E経過し、本人が希望し、医師が冨めた沼会は厳績できまT.

また、会社は妊産揖健欝@時間@確保や医師か5受げた作鍵の制限怠どの指導を
. 労働者割時ることができるよう、措置を麓じ制オればtd:S芯い決まりもあります。・.......

-原則として子どもが1歳(一定の要件を満たした場合は最長
2篇)に怒るまで、男女ともに育児休業を取得できます。
女性の活置できる社会の実現のため、国として男性の積極

. 的拡取得を進めています。

-111圃 庄 司 1 
:・対象家族1人につき、 通覧93目、露大3固まで分割して介 :
i 護休業を取得できます。 J 

女性の活置や仕.と子育ての両立支揖に積橿的~企集を増やしています!

えるlまし冨定 促扇記冨定・プラチナくるみん醍1

診
ぷ…一一一町

内倉
町一一

…
Gr'仕事と子育てや介置との両立で困ったときは、都道府県労働局に相観しよう! 21 
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仕事が原因のケガは労災保険が適用
され、自分?負担す3必要はありません。

【労災保闘】欄料は全額会社負担
仕事や週勤中のケガ、病気、障書、究亡に対し園が給付を行う
制度.契約社員、派遣社員、パートタイム労個者、アルバイトを
含め、すべて申労働者が対怠と怠Dます.
譲受DL..た-暢闘によって隊、治寂費老ー度立て信える必慶があります.

砂砂砂鮮しく肱労・墨翠IlIiHへ

:その他にもさまざま広場面で必要恕給付を受1:t5れるよう、 i
:dJ.怒さんの生活を守るための制度があDます。 J 

日常生活で句健康問題
' ‘  

得
高齢に~る

【雇用保隣】保険料は畑者、観樹負担
労働者が失業した場合忽どに、生活や雇用の安定、就睡の促
進のために『失襲等給付』が支給される保険制aI.

tI-tI-砂障しく肱八ローワーク(公共鳳雛安定所}へ

【健康保険】保険料l志泊者、会社が半々 で負担
労働者や摩擦が病気やケガ、出産や究亡事どに障し、必要芯医
療蛤村や手当金が支結される制也労園者本人l志保闘Eを出せ
1:摘院の窓口で支払ラ割が拍車費四3割と怒ります.

怜惨瞬じく睦置健康保険也会都道府県支醜師、随時の櫨康保険個合へ

【厚生年金保剛健闘肱労働省、鋭が半々 で負担
労園者が高齢に怒ったり、ケガや病気で身体に陣膏ガ明わたり、
遺族が生活に固る場合忽どに個えた保険芭す.

tI-tI-砂酵しく肱年金恵醤荷へ

※雇用保険、健康保険、厚生年金保険について陰、就望書時間や.労期聞が短く、ー定の条件を満たさ芯い

場合忽どtt:適用の対怠となりません.

-いている会社の保験制度を圃べてみよう!r脅橿健闘完個』と肱9

藷諮菜料作品宮獄521jiiF
国でに，〆23
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違いをよく理解した上?自分に合った
働を方を選じましょう。

-・・・・・・・・・・・・・・・.
~ ( 正規社員(附阿正綱) ) ~ 
i ・4 的に契約期間に定めがなく、フルタイムで働く社員。 .・.............................................................・
••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

①労働契約は働く会社との聞で結び

ます。

②一定の条件を満たせば年次有給休

暇(※)や育児休禦芯ども取れます。

..鈎社員(有期労働契約で働く人)

.契約期間があらかじめ決まっています。

.契約期聞が満了すると労働契約は自動

的に鰻了しますが、更新という形で契

約期間カ涯畏される場合もあります。

・パート社員(パートタイム労働者)

• 1週間の労働時聞が正規社員より短

い人をいいます。

・契約期闘が決められていることが多く、賃

金は時給で支払われることお穆いです。

-~ 
労.契約

e・・・.
会社 園 品 .. 

働く人

派遣社員
{労働者派遣で・く人)

①労働契約は人材派遣会社(派遣元)

との聞で結び、.く人は、派遣元

が派遣契約を結ぶ会社(派遣先)か

らの指揮命令を受けて働きます。

e演約期間が決められている場合と

決めSれてい芯い場合があります。

③契約期間が決められている場合

は、派遣元との契約期聞が満了す

ると労働契約は自動的に終了しま

すが、更新という形で契約期聞が

延畏される場合もあります。

④一定の条件(※)を満たせば年次有

給休暇が取れますが、その取得申

慣は派遣元に対して行います。

(窓陣表陣織
~'IU/i 

..............................・'・.............................・
※詳しくは『年次有給休暇制度J(P19}を参照.

25 
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正規社員ヒ非正規社員の聞の「不合理な
待遇差Jは禁止されます。

.き方改革関違法により改正されたパートタイム・有期雇

用労働法や労.者派遣法(※)により、E規社員と非E規社
員(パート社員、提約社員、派遣社員)との聞に不合理怠待

遇差を設甘るととは蹟止されます。.............................................................・
-t~~型St;1!主主・E住J1冒~F.~

E規社員と非E規社員で仕事の内曹や責任の置さ忽どが違う場

合、その遭いに応じて賃金や手当副唱うととはおり憎ます。

しかし、同ド正規社員だかS支給し思い」というのは理由になDませ
ん。このよう忽取扱いは『不合理時過差jにあたると考え5れます白.............................................................・

可司F

: r同一労働問一賃金ガイドライン』でI志、どのよう忽待遇 i
:差が不合理であり、どのよう拡待遇差が不合理で拡いか:

iの剛と怒る考え方と具体例を待遇制こ示しています。 j

「同一勢働同一賃金ガイドラインjについては、厚生労働省ホームページを
ど置〈ださい。

間 関:1川 ww.mhlw.goJp/stfl盟 i割問陶Jite，細周回/α)()()H抱591.同，1

可司F
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
置己主王ヨ恒三1白E志;1町周=・
非正規祉員が自らの待遇に展開を感じ品、合祉(人事

担当者等)に観明を求める乙とができます。会牡(;t.非正規

社員から求め針此場合，=..正規祉員との聞の待遇盤の内

容や理由怠どを闘明する轟輔があります。

..・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・lIE・g方攻撃関連崩こよる改正は、2020隼4月施行{中小企業のパート社員・契約社員は2021隼4月から適用).
27 
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過労手Eは決しマ人ごヒーFはありまt!A.or働をすぎマ
命を失う」こヒがあ~こヒを、自分自身に也聞わ~身近な
問題ヒしマヒらえ、理解を深めましょう。

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
・一一一一一一一ー 畳時間にわたる週.10労ーによって、車労@曹積が生U、そ :
; ~::，~jιíLI~f.~ 
: 一一一一一一一ー の結果、圃・心鴎疾患を需症することがあDます。また、長時間 ー

: 貯副司掴町るととは、ストレス(，[理的負荷3を生じ、精神陣膏を発病するとともおりま i 
:す。とれSを原固とす討E亡、または死亡に除歪S忽いとれSの震摘がI週獅開』です。 z ..............................................................・
【時間外・休日労働時間と健康陣膏リスクの関係】

寵指の置曹をもたS官璽困の一つである貯園時間IC:着目すると、指.時間ts置いほど、

脳・，~脇疾患のリスクが高まるととが閉BかIL:~'っています。

-園出凪.~3:凶」品園田

月100時間趨または
-・・Ei」一.Ju~&n墨a・・圃

日か問言 。開抽出 一 + • 
合

.<なるほど 一一一+鎗々 に高Itる

周452園以肉
-----------------------ー+

~ 
信

E:EEEE高石亙王国. 仕事による酒労か5命を落としたり、臨
ー一一一一一一一一一一一一一一ー を損事うととIit..本人はもとよD、車旗や友

人にとって計り知れ怠い苦痛でおるとともに、社会にとっても文音事損失でi!5D、とうし
化事阻を何としても防いでいか怠げれば怒りません.

温労死帽の防止のためにI草、み10古ん一人ひとりが、自身にも関わるとととして、温

労死等に対する理解を深めるとともに、過労死等を防止すること句置要性について自

覚することがとても式切です。

ー
・.............................................................・

働〈人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳j川tps:/1k償問rmlw.go.Jpl
・働〈人の痩労普襖度セルフチェック(働〈人周)同蜘:11帥開.耐lw.go.JplfatI81J9-Cl'四klworker.附nl

また、一人で也ま..に、蔵族・友人・佐'仲間に相観してください。周り申方も司互いに
舞にかUるZとも犬切です。

GY"労圃条件lζ闘する相副窟口

-お涯くの・遡府嘱調・・糟・ー_...骨-ー・曹、.自費.帽・口ーすー(P:3S)
・平日夜間・土田司剛明相践に応じている摺.晦骨相田6bとライン(0120-811-810)

GY"働く人由メンタルヘルス不聞や週重労働による値康障害に闘する相観窓口
・月・火:(/)夜間、土自に無料で相讃に応じているc=c=る@耳圃圏帽・(0120-EiOS-4EiI5).
24時間受付のc=c=る@耳メー』凶圃IChttI:姐:/fkDj回rD.川百lw.soJoJm・1ト闘u曲 nl)

29 



調

員ーとの鎗与支組甥繍・敏;あくまでもー官"であり、
I玄信組lr_鼠jtζ・がれている項目跡、会社

によって民怠るので建愈しましょう.

決めSれた時闘を超えて働いた分や深夜

時間(夜22時~翌日5時)(ζ働いた分につ

いて賃金が支払われているか、f残業手当j

f休日出勤手当Jf深夜残業手当j欄芯どを

しっかり確恕してみましょう。会社によっ

てはf時間舛手当J[錨遍勤務手道l怠:どと
記載されている場合もあるので、わか5怠

いときは会社に確認してみましょう。



仕事者E辞めさ世Sれるとき、
辞めるとき

ミスが原因1'f也う咽固から来なくマいい」っマ
…これつマぁη?

会社を辞めようヒしたけど辞めさ母マ走らえない・.....

これつマあ11?
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解雇には社会の常識にかなう納得?を
理由が必要ヒなります。

. 解雇=会社が労働契約を一方的に銭わ5せて労働者 i 

. を辞めさせるとと。

理由b祉会@常酬とが怠ラ

納得で苦るも@か

可司F

会社

i社会の常鴎にかなう納得できる理由の恕い解雇lま無効。 i 
i特に次のよう怠場合についての解雇l志禁止。 どごさ¥:

ヂ星雲雪、よ
餌置が欝止される主思帽含 /出皇室

業務上災曹の療養のために休察する期間也その後30日聞の解雇I?盟畠
労働菖準法 |・産前産後の休娘細聞とその後の30日聞の解雇 l -雪量

労働組合浩

田宮 E周
幅 会均等法

育児・介置休蝿睡

-労働基準監・曹に申告したZとを理由とする解雇 ¥ ::;ト董

柑組合の組合員である乙となどを理由とする岡 ¥ rhl 
-労働者の性別を理由とする解橿 '-ジ
-女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後休.じたZとなどを理由とする解雇

.労信者ts育児・1'1'.休業司事の育児・介.休業法上の制度利用を申し出た

とと、又は取得したZとを理由とする解雇

たとえ解雇が有効であっても、解雇を行う場合、30日以上前の予告か、30自分以上の平均賃金を
支払う必要があります.

4・聞・盃.---四 ・・・・・・・・・・.
4 恒 砕 主主ES明IIJt.イト傾鰍員総契約期間l認めのある労 :

i由契鈎を笛んでしい、る場合

i と拡肪り弘、鳳剛H此としてできません(伺を欄得恥'"由帥b拘喝る場合筒を輔除朕酌くο)oi 
担
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辞めさせ1:6，らえないなピ働い1~1~会社ヒトラブんが
あったら、総合労鯛談コーナーに相談しまはうー

iあ5かじめ契納期聞が定めSれてい怠いときは、労働者は i
11f"'1，骨Lリ凶t 旨.....~巴 法律上 i

i はいつでも辞めるととができます。 i 
※期間によって報酬を定められた場合は、別の定めがありますので「樟合労働相官後コー
ナー」に相醸してください.

議ただし、就業規則で適職手輔が定められている場合、その肉容が合理的であれば縫う
必要がありますので、確隠しておきましょう.

...........................................................・

.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.
4・ ，弓~コ量、 .~・

個別労働関係紛争解決促進制度

辞めさせてもらえないなど働いている会社との

聞でトラブルがあったら、都道府県労働局(総合

労働相談コーナー)において、簡易・迅速にトラ

ブルの解決を支援する制度があります。

詳しくは| 個別労働関係紛争の解決 時互承
Z- v .2 ・........................................................Y
※温風した場合には、各種健康保険や隼金の切り替え手続きが必要です.

市町村の患口または再就職先などで必要な手植きをしましょう.

(聾コている家族がいる場合には、その人についても問機に手続きが必要です.)

35 



働く上で疑問や悩みがありましたら、次の窓口に相臨してみてください。

相讃lまいgaれも館料です。

• 労働問置に闘する畠Sゆる分野の相置の

総合労.
受付(労働乗件、解雇、いじめ・嫌が5せ

護襲~ど)
相麟コーナー

htU;l:lIwww.mhlw.即~p/ger瑚『司1/:田idolchihoul

旭 i回tu/soudan.抽判|

職難相説、職難紹介・指導、職業訓練の受

ハローワーク |置いん、雇用駒 問 事 札

警護【公共鴫震安定所}
失業給付、輔業訓槙草ど)

hHp:/Iwww.mhlw.巨o.jp/ky叫in/hw町四p.html

賃金、労働時間、労働者の安全と健康の確

保証どについての監督、指導、労働基準関

係法令に基づく許可、思可16:どの事務(安

労働益事監留・ |全の確保砿ど)

川匂:llw糊 .mhlw.即.jp刷 f/seis8刷nit剛院凪川町四/

k町叫し悶岨ロu/阻』血Jkijunllロ国tion.抽nl

-性別による差別、セクシコアルハラスメ

ント封筒、妊娠・出産、育児休業事どを

理由とする不利益な取扱いG昌鴫強要、

都道府県労働局
解雇、降格、契約の更新拒否c.止め)怠

議選
ど)、妊産婦の健康管理事どに関する相

雇用軍横・ 酷@受付

均.部僅} -仕事と子育てや介護との両立支援

-非正規雇用労園者の待遇改善

ht旬:1!www.mhlw.8oJP/陥U田 lroudoushou/

shozaiannai/roudou旬oku/

測陣b取りに〈いとき肱‘
周囲華字怠どで間じτ
ください.

告都道府県に殴置されている労政事務所や労働相臨窓口でも労働相殴を霊Iオ
付Iオていますので、お住まいの都道府県のホームページ砿どをと覧ください。
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労働要員会

日本司法重複
センター
儲テラス}

日本年金鶴橋

地埠著者

ザポート
ステーシヨジ

層生指.省
外国人労.奮

向防相餓ダイヤル

労働組合と使用者(会社)との聞のトラブル
の圏整、使用者が組合員への不利益草取
撮いを行った場合や組合との団体交渉を
正当芯理由恕く拒否した場合の審査、労働

者と会社との聞の個別のトラブル(辞めさ l申 央 郵 回 融

|せSれた、辞めさせてもSえ私いといった
トラブル芯ど)の解決の支援

中央労働蜜貝会
http://www.mhlw.go.jp/churoi/ 

都道府県労・置き員会
httロ:/1www.mhlw.BO.]p/churol/l曲lhou/lロm印 刷l

l労働岡田に闘する法的トラブルの解決の支躍

I http://www.houterasu.or.jp 

厚生年金保障に闘する相識の受付 |器
|年金相蹄口

年宣雇，111口

https:llwww.nenkin.goJp/section/soudan/ 

塁審index.htπ11 

ねんきんダイヤル

htt田:llwww.non附n.即.]p/s自ctlonltolllnd副 .html 抱んをんダイヤル

働くことに悩みを抱えている15嵐-39・-

塁塁
の無藁の若者の就労を支蝿{専門的革相
哉、コミュニケーション酬棟、思労体罰芯ど)

hロロ:llsaposute・net.mhlw.8o.)P

労働条件に闘す奇問題について、法令の説聞や
各関係機聞の紹介

冒箇 開館量目縦1 聞置時閣

英語

中困層
月~金ポルトガル恒

スペイジ語
征午間午4嶋司量41'脇・，調l<l 

タガログ冨 火、水、木、盆

ペトナ"b;恒 月四倉

ミャンマー爾 月、水

ネパールE 火、木
減1椀目、12月29日-1月3日賦障さま抗
業2 通話料は、舞偶者負担となりま式

電話番号・2

0570-001701 
0570-001702 
0570-001709 
0570-0ロ1704

0570-001705 
0570-001706 
0570-0ロ1707

0570-001708 
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【 久留米市近郊の相談窓口 】

.求人・求職・雇用保険などの問い合わせ
【公共職業安定所(ハローワーク)】

名柿 所在地

久留米 久留米市諏訪野町2401

筑
ハマザローーズワコーークナ久ー留米 久留米市天神町8リベール5階

後 大川出張所 大川市大宰小保614・6

地 八女 八女市馬場514・3
区

朝倉 朝倉市菩提寺480・3

大牟田 大牟田市大正町6・2・3

電話番号 FAX番号

0942-35-8609 0942-33-6526 

0942-31-9177 0942-35-5950 

0944-86-8609 0944-86-3722 

0943-23-6188 0943-24-5597 

0946-22-8609 0946-23-1359 

0944-53-1551 0944-54-1540 

※ハローワーク久留米マザーズコーナーでは、雇用保険の手続きは取り扱っておりません。

【総合的就労支援】

久留米市ジョフプラザ |久留米市城南町15-3
久留米市役所本庁書2階

。悦号越~) I 0942-30-9759 

0942-30-9809 I 
(鼠鈎棺叢窓口i'"I 0942-30-9707 

※久留米市ジョブプラザでは、雇用保険の手続きは取り扱っておDませIva

.若年蓄に対"9る就職麦援についての相談

著者レごと甘ポート |久留米市崎南町15-3
センター筑後ブランチ|久留米市役所 本庁畠2階

.若年無業者の就業・自立等の支援の相談

筑後著者サポート |久留米市城南町15-3
ステーション |久留米市役所本庁舎2階

0942-33-4435 I 0942-33-4435 

0942-30-0087 I 0942-30-0087 

.職場における性別を理由とする差別や、妊娠・出産・育児休業・介護休業を
理由と"9る不利益取り担いなどの相談

福岡労働局 |福岡市博多区博多駅東2・11・1
雇用環境・均等部指導課 |福岡合同庁舎 新館4階 092-411-4894 I 092-411-4895 
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.厚生年金保険の問い合わせ

|久留米年金事務所 |久留米市覇訪野町制 |剛2-33-61921附・3叫 91

.労働条件の確保のための監督・指導・相鼓や労災保険に関レては

|久留糊働韓蝿|久留米市耐野町2401 1山 3-725110叫 33・72541

・労曲者や使用者が抱える労働問題に関Zずる相談

福岡県明雄 |久留米市合川町1642-1
労圃者支援事務所 |久留米韓合庁書1階

-ミ予育て女性に対茸る蹴職吏擾についての相談

福岡県吾宵て女性 |久留米市吉川町1642-1
就瞳宣握センター |久留米離合庁吉1階

-女性のための総合相談

久田米市男女平等推進 |久留米市諏訪野町1830・6
センター |えーるピア久留米内

~働組合への相続

0942・30・103410942・30・1025

0942・38・757910942・30・1025

0942-30・78021 0942-30・7811

労圃組合とは、労働奈件の維持改善を主な目的とレて、労働者が団結レ、自

主的・民主的に運営"9る団体で言。雇い主と実質的に対等な立場に立ち、労働
条件などについて雇い主と交渉を行いま言。困った時は、その状況やケースに

価。て臨場の労働組合に相談するのもよいでレょう。
※瑚場に労働組合がない場合は、産業別、地域別に組値された労働団体(上

部団体)や一人でも加入できる合同労働組合や地樽ユニ芯ン専を活用3す
ることもできます。

この間号Iet.厚生労働省「これコτあり?まルが知っτ佐立つ労働活Q&AJをヨI用レτいま主
宅相2年1周作成

巨亙至盈
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